
 

【表紙】  

【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 2024年６月28日

【会社名】 株式会社岡三証券グループ

【英訳名】 OKASAN SECURITIES GROUP INC.

【代表者の役職氏名】 取締役社長　　新芝　宏之

【本店の所在の場所】 東京都中央区日本橋一丁目17番６号

(同所は登記上の本店所在地であり、実際の業務は「最寄りの連絡

場所」で行っております。)

(注)　2024年６月30日から本店所在地を下記に変更する予定であ

ります。

本店の所在の場所　東京都中央区日本橋室町二丁目２番１号

 

【電話番号】 03(3272)2222(代表)

【事務連絡者氏名】 岡三証券株式会社

経理部長　　北宅　隆

 

【最寄りの連絡場所】 東京都中央区日本橋兜町１番４号　日本橋兜町M-SQUARE

【電話番号】 03(3272)2211(代表)

【事務連絡者氏名】 岡三証券株式会社

経理部長　　北宅　隆

 

【届出の対象とした募集有価証券の種類】 株式

【届出の対象とした募集金額】 その他の者に対する割当 201,008,500円
 

【安定操作に関する事項】 該当事項はありません。

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)
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１ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2024年６月28日付で第86期有価証券報告書(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)及び臨時報告書を関東財務

局長に提出いたしました。これに伴い、2024年６月27日付で提出した有価証券届出書について、当該有価証券報告書

及び臨時報告書を参照書類に追加し、これに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出する

ものであります。

 
２ 【訂正事項】

第三部　参照情報

　第１　参照書類

　第２　参照書類の補完情報

 
(添付書類の差替え)

新たな事業年度にかかる有価証券報告書を提出したことに伴い、2024年６月27日に提出した有価証券届出書に添

付しておりました「事業内容の概要及び主要な経営指標等の推移」を差替えます。

 
(添付書類の削除)

2024年３月期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)の連結業績の概要

自己株券買付状況報告書(2023年10月度)

自己株券買付状況報告書(2023年11月度)

自己株券買付状況報告書(2023年12月度)

自己株券買付状況報告書(2024年１月度)

自己株券買付状況報告書(2024年２月度)

自己株券買付状況報告書(2024年３月度)

　

３ 【訂正箇所】

訂正箇所は＿線で示しております。
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第三部 【参照情報】

 

(訂正前)

 
第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第85期(自　2022年４月１日　至　2023年３月31日)　2023年６月30日関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

事業年度　第86期第１四半期 (自　2023年４月１日　至　2023年６月30日)　2023年８月10日関東財務局長に提出

事業年度　第86期第２四半期 (自　2023年７月１日　至　2023年９月30日)　2023年11月10日関東財務局長に提出

事業年度　第86期第３四半期 (自　2023年10月１日　至　2023年12月31日)　2024年２月13日関東財務局長に提出

 

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書提出日(2024年６月27日)までに、提出した臨時報告書は以下のとお

りです。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく

臨時報告書を2023年７月３日に関東財務局長に提出

 

４ 【訂正報告書】

訂正報告書(上記１の有価証券報告書の訂正報告書)を2024年６月27日に関東財務局長に提出

 

第２ 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書(以下、「有価証券報告書等」という。)の提出日以

降、本有価証券届出書提出日(2024年６月27日)までの間において生じた変更内容を以下のとおり記載しており、変更箇

所については＿罫で示しております。

また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は、以下に記載された事項を

除き、本有価証券届出書提出日(2024年６月27日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する

事項もありません。

 
(1) 経営環境リスク

政治、経済環境、業界構造、競合企業、法規制、資本調達、株主構成、気候変動、テクノロジーの革新等の外部

経営環境の変化によって当社グループが損失を被る可能性があります。

①　金融商品取引業の収益変動

当社グループの主要事業であります金融商品取引業は、日本国内のみならず世界各地の市況動向や経済動向に

より投資需要が変化し、顧客からの受入手数料、トレーディング損益等が大幅に変動しやすいという特性があ

り、これら国内外の金融商品市況の動向や金融商品取引所における取引の繁閑が、当社グループの経営成績及び

財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

(中略)
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(11) 市場リスク

当社グループでは、自己の計算において株式・債券・為替等及びそれらの派生商品などの金融資産を保有してお

りますが、急激な市況変動・金利変動等によりこれらの金融資産の価値が変動した場合、取引先が決済を含む債務

不履行に陥り保有する有価証券の発行体の信用状況が著しく悪化した場合、加えて、市場の混乱等により市場にお

いて取引が出来ないことや、通常よりも著しく不利な価格での取引を余儀なくされることにより当社グループが損

失を被る場合等、元本の毀損や利払いの遅延等による損失に対応するため、リスク相当額の限度額を定め、日々モ

ニタリングしています。

しかし、予想を超えた急激な市況変動・金利変動といった当社グループの想定を超える不測の事態が生じた場合

には、当社グループの経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。

 

(訂正後)

 
第１ 【参照書類】

 

会社の概況及び事業の概況等金融商品取引法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照

すること。

 

１ 【有価証券報告書及びその添付書類】

事業年度　第86期(自　2023年４月１日　至　2024年３月31日)　2024年６月28日関東財務局長に提出

 

２ 【四半期報告書又は半期報告書】

該当事項はありません。

 

３ 【臨時報告書】

１の有価証券報告書提出後、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年６月28日)までに、提出した臨時報告書

は以下のとおりです。

金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づく

臨時報告書を2024年６月28日に関東財務局長に提出

 

４ 【訂正報告書】

該当事項はありません。

 

 
第２ 【参照書類の補完情報】

 

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書の提出日以降、本有価証券届出書の訂正届出書提出日(2024年６月28

日)までの間において、当該有価証券報告書に記載された「事業等のリスク」について変更その他の事由は生じておりま

せん。

また、当該有価証券報告書には将来に関する事項が記載されておりますが、本有価証券届出書の訂正届出書提出日

(2024年６月28日)現在においてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。
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